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会 議 録 

 

会議の名称 令和５年度第４回茨木市障害者施策推進分科会 

開 催 日 時 令和５年11月30日（木曜日） 

開 催 場 所 茨木市役所 南館８階 中会議室 

議 長 中西会長 

出 席 者 髙田委員、福阪委員、山口委員、宮林委員 

多本委員、富澤委員、太田委員、竹岡委員 

欠 席 者 大川委員 

事務局職員 森岡福祉部長、澤田福祉部次長兼福祉総合相談課長、肥塚福祉部副理事

兼地域福祉課長、石井福祉指導監査課長、井上障害福祉課長、中島発達

支援課長、河原商工労政課長、牧原DX推進チーム課長、今村学校教育推

進課参事兼人権教育・支援教育G長、濵田発達支援課参事兼あけぼの学園

長、佐原障害福祉課課長代理兼認定給付１G長、角谷発達支援課主幹兼推

進G長、名越福祉総合相談課主幹兼相談２G長、刈込障害福祉課認定給付

２G長、谷口障害福祉課計画推進係長、井本（障害福祉課計画推進係職員） 

議題(案件) １ 次期総合保健福祉計画（第３次）（案）について 

２ 次期障害者計画・次期障害福祉計画・次期障害児福祉計画（案）に

ついて 

３ その他 

資 料 次第 

（資料１）総合保健福祉計画（第３次）（案） 

（資料２）茨木市障害者計画等案 

（資料３）第３回障害者施策推進分科会からの主な修正箇所一覧 

（参考資料）障害者計画（第５次）、障害福祉計画（第７期）、障害児

福祉計画（第３期）の特に検討が必要な事項 

配席表 

計画書 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 の 要 旨 

事務局（井本） 

 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうござ

います。 

 それでは定刻となりましたので、令和５年度第４回茨木市障害者施

策推進分科会を始めさせていただきたいと思います。 

 本日、司会を務めさせていただきます障害福祉課の井本です。よろ

しくお願いします。 

 それでは、会議に入る前に会議資料の確認をさせていただきます。

本日の会議資料としまして、事前に送付させていただきました次第、

そして資料１から資料３、あと参考資料、こちらの参考資料につきま

しては、前回第３回分科会の資料を再度参考につけさせていただいて

おります。次に、お席に置かせていただいております配席表、最後に

参考資料として御持参をお願いしておりました計画書となります。 

 以上のものをお持ちでしょうか。お持ちでなければ係の者がお持ち

しますので、挙手をお願いいたします。大丈夫でしょうか。 

 それでは、進めさせていただきます。本日の会議時間につきまして

は、15時半までの終了を予定しております。皆様の御協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、会議の議事進行につきましては、会長が行うこととなっ

ておりますので、中西会長、よろしくお願いいたします。 

中西会長  よろしくお願いします。 

 ちょっと暑かったり寒かったりして大変ですけれども、よろしくお

願いします。 

 それでは、これより会議を始めたいと存じます。 

 委員の皆様におかれましては、障害福祉の増進のために、積極的な

意見を賜りますようよろしくお願いします。 

 なお、本分科会の会議録は原則公開ということになりますので、御

了解いただきますようよろしくお願いします。 

 それでは、本日の委員の出席状況につきまして、事務局から報告を

お願いします。 

事務局（井本）  本日の委員の出席状況につきまして、御報告をいたします。委員総

数10名のうち、御出席が８名、大川委員から欠席連絡を受けておりま

して、竹岡委員はお聞きしておりませんので、遅れられているものと

思います。半数以上の御出席をいただいておりますので、当審議会規

則第８条第２項において、会議は成立しております。 
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 また、本日２名の方が傍聴されていることを御報告いたします。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございます。 

 では、議事に移る前に、会議の進め方についてお諮りしたいと思い

ます。それぞれの議題につきまして、事務局から説明を受けまして、

その内容について質疑をいただくという形で委員の皆様、よろしいで

しょうか。 

中西会長  ありがとうございます。 

では、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、議題１「次期総合保健福祉計画（第３次）（案）」につい

て、事務局からの説明をお願いします。議題１の時間配分としては、

おおむね15分程度を考えております。14時20分頃を目途に次の議題に

移らせていただきたいと思っておりますので、御協力のほどお願いし

ます。 

 では、お願いします。 

事務局（肥塚

副理事） 

 皆さん、こんにちは。地域福祉課の肥塚です。本日もどうぞよろし

くお願いいたします。座って失礼いたします。 

 それでは、資料１、総合保健福祉計画（案）について、前回お示しし

た素案からの変更点について、ご説明をいたします。 

 まず12ページをお開きください。第７節としまして、社会福祉協議

会の位置づけを追加しております。現計画におきましても、分野別計

画の１つである地域福祉計画と社会福祉協議会が作成する地域福祉活

動計画等を一体的に策定していた経過がございます。次期計画につき

ましても、それぞれの取組状況や課題を踏まえ、引き続き一体的に策

定し、市と社会福祉協議会が同じ方向に向かい、それぞれの強みを生

かしながら相互に連携・協力をすることにより、本市の地域福祉のよ

り効果的・効率的な推進を目指す旨の記載をしております。 

 続きまして、13ページです。こちらには第２章、本市の保健福祉を

取り巻く状況として記載する統計の一覧を載せております。素案では

項目だけでしたが、今回各統計を追加しております。各分野別計画に

共通して関連する統計を冒頭にまとめて載せているもので、ここに載

せている統計は、各分野別計画で改めて載せるということはしており

ません。約30ページにわたる量ですので、細かくは説明いたしません

が、参考として御覧ください。 

 43ページをお開きください。こちらでは（２）、地区保健福祉セン

ターの整備の部分に、活動内容と課題を追加しております。地域住民

の方々にセンターについてのご意見をお聞きしましたところ、関係機

関の連携がしやすくなった、保健士の活動が身近になったなどの評価
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をいただいております。一方でまだまだ周知不足という御指摘もいた

だいております。地区保健福祉センターの役割やセンター自体の認知

度を今後高めていくことで、センターへの相談や支援につながるケー

スが増えるということが期待されますので、引き続き様々な機関や団

体との連携を深め、顔の見える関係を構築することが必要である旨を

追記しております。 

 47ページをお願いいたします。（１）のところです。前回の素案で

は、地域での生活や活動を後押しし、共創、ともにつくるを推進と記

載しておりました。共創も進めていきたいと考えておりますが、本文

中には他機関、多職種との協働について記載をしており、まずは協働

から進めていくことを強調したいことから、協働に文言を変更してお

ります。 

 48、49ページをお開きください。前回の分科会で重層的支援体制整

備事業について御意見をいただき、具体的な取組について分かりづら

いという御指摘もございましたので、説明を少し加えるとともに国が

示す機能、既存制度の対象事業について表でお示しをしております。 

 また50、51ページでは、前回の分科会でお示ししました全体イメー

ジを見開きに分かりやすく掲載しております。 

 最後に、52ページをお願いいたします。こちらは次期計画の理念、

基本目標に各分野別計画がどのように関連するかを施策体系としてお

示ししております。また、各分科会での施策が確定はしておりません

ので、今後策定内容に併せて更新をいたします。また、計画全体に関

わる点といたしまして、冊子にする際には、専門用語など分かりにく

い用語の説明として、脚注を追加する予定です。現計画と同様に冊子

で最初に出てきた際に脚注を示し、冊子の最後の資料編に用語集とし

てまとめて説明を載せる予定にしております。 

 ご説明は以上です。 

中西会長  ありがとうございました。幾つかの社会福祉協議会などを含めた前

回から出た案に関して、修正をされたということでの説明がございま

した。委員の皆様から御質疑とかございましたらよろしくお願いしま

す。どうでしょうか。特に委員の皆さんからは御意見・御質問はござ

いませんでしょうか、大丈夫でしょうか。 

 太田委員、よろしくお願いします。 

太田委員  重層的支援体制のところです。前回も詳しくということでつけても

らっていますが、もう少しこのあたりを分かりやすく説明をいただけ

たらありがたいなと思います。 

中西会長  よろしくお願いします。 
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事務局（肥塚

副理事） 

 ありがとうございます。重層的支援体制整備事業の件でご説明をも

う少しということですので、重層的支援体制整備事業といいますのは、

今までも別にやってきていないわけではありません。今までもそれぞ

れの機関、地域、団体の皆様が地域のことをいろいろな形で関わって

きていただいていると思っております。それでも地域で孤立化してい

る方が増えてきたりですとか、課題がだんだん深刻になって複合化し

てきたりですとか、そういう場面に対してより制度のはざまで落ちる

ことのないように、全体で、皆さんで守って、支え手受け手の関係を

超えてつながっていこうということが目的でございます。 

 具体的には、図の中にもありますように、50、51ページになります

が、真ん中辺り、保健福祉センターが中心となりまして、いろいろな

複合化した課題のつなぎ戻しや、地域の方々に参加していただいて解

決していけるような形で進めていきたいなと思っております。例えば、

図の中で説明いたしますと、50ページの左上のところに人の絵が要支

援者というふうに書いておりますけれども、その中で地域と孤立化し

ていまい、課題を抱えた方がおられるといたします。そうした方には、

日頃から包括的相談支援事業者の方々や地域の方々が関わってくださ

っているとは思いますけれども、制度のはざまで何かサービスなどが

受けられない、孤立化してしまっているような場合は、それを地区保

健福祉センターが中心となりまして、またアウトリーチ等を通じた継

続的支援事業を通じまして、どのような支援が必要かというような重

層的支援会議というものを設けます。そのケースに合わせまして、例

えば、50ページの左手に書いておりますけれども、地域で何かをやっ

ているところにボランティアカフェなどでちょっとお手伝いをしてい

ただくことで、地域とのつながりを戻したり、何か社会とのつながり

のきっかけになったりとかというようなことを通して、皆で支えてい

くというような事業を目指しております。 

中西会長  太田委員、何か御意見がありましたら。 

太田委員  全体イメージのところで、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、

この重層アウトリーチ支援員というのは、困窮アウトリーチ支援員の

ことでしょうか。 

事務局（澤田

次長） 

 福祉総合相談課の澤田です。 

 アウトリーチ支援員というのは、困窮の部分だけではないです。従

前から重層的支援をするときにアウトリーチ支援事業ということをや

っていくというところで、今想定している動きとしては、ＣＳＷさん、

コミュニティソーシャルワーカーさんが地域で複合課題を持った世帯

に対して、その課題の切り分けをしながら地域包括であったり、障害
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の事業所であったり、様々なところにつないでいくということを想定

しているのですが、中には障害にも当てはまらない、地域包括、高齢

のものにも当てはまらない、ＣＳＷさんがずっと継続して関わりを持

たなくてはいけないようなケースというのがたくさん出てきているの

が現状です。その部分でアウトリーチ支援員は、継続的に支援が必要

な世帯について関わっていく、例えば8050問題のある世帯であれば、

80歳の親が亡くなったときに、その50歳の方がどう動くかというとこ

ろが一番動かしやすい状況に入ってきますので、そこのタイミングを

逃さないようにＣＳＷさんが次の方の支援に行った後、継続してアウ

トリーチをしながら支援を行っていくというような仕組みづくりにな

ります。以上です。 

太田委員  そうしたら、これは障害のほうの相談員がアウトリーチで行くとい

うことはあるのですかね。 

事務局（澤田

次長） 

 例えば、障害の事業所の中で委託の事業所であったりとか、障害の

相談をアウトリーチで行かれている事業者さんというのはたくさんい

らっしゃると思います。ところが、本人さんが特に障害の自覚や病識

がなかなかない方であるとか、家から全然出られない、いわゆる障害

のジャンルに分けるのがなかなか難しい状況にある方というのはたく

さんいらっしゃいますので、その障害の事業所の方とも一緒に動くこ

ともあり得ると思います。その中で当然事業所につながればいいです

し、障害の事業所さんの中でちょっとうちで関わりを持つのはちょっ

としんどいケースであれば、アウトリーチ支援員がしばらく継続して

関係を持っていくような形もあるというふうに考えます。 

太田委員  基本はＣＳＷということになるのですかね。 

事務局（澤田

次長） 

 ＣＳＷさんに関しましては、あくまでも本来はまずいろいろな相談

の取っかかりですよね、そこに来る相談というのは障害の相談もあれ

ば高齢の相談もあります。御近所トラブルの相談もあります。その中

でそれぞれを解決できるところに問題の仕分けをしていくというのが

本来の目的であります。先ほど言っていましたようになかなか仕分け

ができずにＣＳＷさんが抱えたケースが出てくるというところが、Ｃ

ＳＷさんがなかなか動けないというところになりますので、そこの部

分をフォローしていくのがアウトリーチ支援員です。 

太田委員  アウトリーチ支援員は、ＣＳＷとはまた別の人ですか。 

事務局（澤田

次長） 

 はい、そのとおりです。 

太田委員  それはどこにいるのですか。 
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事務局（澤田

次長） 

 今アウトリーチ支援員は、それぞれの地区保健福祉センターに、現

在東、南、西、中央、４か所につくっており、そこにそれぞれ１人ずつ

配属をしています。そこでＣＳＷさんであったり地域包括さんであっ

たり、障害の事業所さんであったり、一緒に動くような形を取ってお

ります。 

太田委員  これは市の職員になるのですか。 

事務局（澤田

次長） 

 はい、この方たちは市の職員になります。 

太田委員  ありがとうございます。 

 あと、参加支援事業のところですけれども、これは前回もお聞きし

ましたけれど、どこかに委託をされるとかという話だったと思うので

すが、どういうところになるのでしょうか。 

事務局（肥塚

副理事） 

 現在のところは試しといいますか、プレ事業として社会福祉協議会

に委託をして、参加支援事業をしていただいております。 

太田委員  プランの作成というのがあるのですが、このプランというのは支援

プランの作成ですかね、これはどんな対象者に対する支援プランにな

るのでしょう。 

事務局（肥塚

副理事） 

 本当に制度のはざまでどの事業も関われないような方がおられた場

合のプランの作成ということを考えております。 

太田委員  ありがとうございました。 

中西会長  太田委員、ありがとうございました。 

 ほかの委員からこのことに関して、あるいはほかのことに関して質

疑とかはございますでしょうか。 

 なかなか重層的なところって、結構これだけ広範囲に依頼とかがい

っぱいあると、非常に音頭を取る方が難しいと思うのですけど、その

辺はちゃんと調整されるという方向を何か議論をされており、すごく

いいプランだと思うのですけど、いろいろなところで支援とか調整が

入るので、確かにこの福祉センターの方が調整役になっているのです

けども、その辺の連携とかはこれからどんな形でしはるのかなと思っ

たのですけど、その辺は何か案でもいいのですけど、ちょっと教えて

もらってよろしいですか。 

事務局（澤田

次長） 

 現在地区保健福祉センターを東西南北、中央と５か所を圏域でつく

る予定にしております。今の段階でもそれぞれの圏域で茨木市の中を

５つの圏域プラス14か所のエリアに分けておりまして、それぞれのエ

リアに包括さんであったりとか、ＣＳＷさんであったりとかがいらっ

しゃいますので、その方たちとの圏域の会議、エリアの会議というの
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を実施しまして、横の連携をずっと図っているところでございます。

重層的支援が来年度から導入されましたら、基本的にはこの中の多機

関協働事業の部分、多機関連携の部分を地区保健福祉センターが中心

になって取りまとめをしながら例えば、それぞれの障害で高齢のケー

スであれば、包括センターと障害事業所が一緒に動くような形のコー

ディネートをしたりとか、今それぞれ地区保健福祉センターが地域の

関係づくりを一生懸命やっているところでございます。 

中西会長  ありがとうございます。 

 ほかに委員から、この第１議案に関して何かありますでしょうか。

大丈夫でしょうか。 

 そうしましたら、第１議案「次期総合保健福祉計画（第３次）」につ

いては、これで終わりにしたいと思います。 

 では次に、第２議案です。「次期障害者計画・障害福祉計画・次期障

害児福祉計画（案）」についてです。事務局から説明をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

事務局（佐原

代理） 

 障害福祉課の佐原でございます。よろしくお願いいたします。 

 前回の分科会で御審議をいただきました次期計画につきまして、前

回第３回の分科会で皆様からいただいた御意見、それから大阪府から

いただきました御指摘・助言を踏まえて修正を加えております。 

 資料２を御覧ください。こちらは前回から修正事項を追記、見え消

しした全体版となります。 

 資料３を御覧ください。こちらは前回からの修正事項を抜粋したも

のとなります。資料３につきましては、主な修正点のみを取りまとめ

たものとなっており、文言修正等の軽微な修正については、こちらに

は記載しておりません。本日は資料３に沿って、前回からの変更点を

順に御説明いたします。修正理由は大きく、前回意見の反映、大阪府

からの助言に基づく修正、その他の３つとなっております。御覧いた

だいております資料の左から４番目の項目に修正理由を示しておりま

す。 

 まず、前回意見を反映させた部分を御説明いたします。項目につき

ましては１番、８番、９番、14番の４項目となっております。順に御

説明いたします。 

 項番１につきましては、相談支援事業所との円滑な連携及び相談支

援体制の強化について、計画相談支援利用に係る経路や多数の相談機

関があることによる利用のしづらさを現行計画における課題として追

記をいたしました。 

 続きまして、飛びまして項番８でございます。項番８につきまして

は、ＩＣＴ活用の促進とデジタルデバイド解消につきまして、ＩＣＴ
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活用を学ぶ場についての記述を加えました。 

 続きましてその下、項番９でございます。項番９につきましては、

修正理由が大阪府助言となっておりますが、申し訳ございません、こ

れは前回意見からの修正ということになりますので、修正いたします。

一番最初に説明をさせていただいた項番１の課題を受けまして、各種

相談機関の機能を分かりやすく情報提供し、円滑な相談支援が利用で

きるよう取り組む旨の記述を加えたところでございます。 

 続きまして少し飛びまして、項番14でございます。項番14につきま

しては、障害児相談支援の周知について、制度の周知に努める旨の追

記をいたしました。 

 続きまして、大阪府からの助言に基づく修正点でございます。項目

は３番から６番まで、それから10番から12番までの７項目となってお

ります。順に御説明いたします。 

 まず項番３が、学校卒業時におけるライフステージに応じた相談支

援の追記を行いました。 

 その下、項番４につきましては、大阪府が整備している各種ネット

ワーク会議との連携に関する追記を行いました。 

 項番５が、精神障害者への支援に発達障害、高次脳機能障害、依存

症を含む旨を追記いたしました。 

 その下でございます。項番６につきましては、障害児支援における

各機関の連携や周知に関する追記を行いました。 

 少し飛びまして、項番10でございます。この項目につきましては、

障害福祉の仕事の魅力の発信に関する追記を行いました。 

 続いて、項番11につきましては、計画相談に係る成果目標について、

掲載箇所を移動させております。御覧いただきましたように、前回は

（３）の③というところに記載しておりましたが、大阪府からのアド

バイスを受け（６）に移動をしております。 

 続きまして、項番12でございます。主任相談支援専門員の確保促進

について追記を行っております。 

 以上、駆け足ではありましたが、大阪府からの修正点につきまして

は、以上となります。 

 最後に、その他の項目として、項目の２番、７番、13番の３項目に

ついて御説明いたします。項番の２につきましては、福祉施設の入所

者の地域生活への移行につきまして、これまでの分科会で修正の報告

をしておりました箇所が、このたびの計画案に反映できていなかった

ので修正をしております。申し訳ありません、おわび申し上げます。 

 項番７、それから13につきましては、大阪府の策定指針を改めて確

認したところ、強度行動障害児者や高次脳機能障害児への支援体制に
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関する記載が漏れておりましたので、改めて記載をしたものでござい

ます。 

 主な変更点についての説明は、簡単ではございますが以上となりま

す。よろしくお願いいたします。 

中西会長  ありがとうございました。主にこの３つの計画案に関する変更点に

関して、今、御説明がありました。委員の皆様から何か質問とか御意

見等ありましたら、お願いしたいと思います。どうでしょうか。 

太田委員  修正点に関すること以外でもいいですかね。 

中西会長  はい、いいですよ。太田委員、どうぞ。 

太田委員  僕でない、皆さん。 

中西会長  いいですよ、すみません、ありがとうございます。 

太田委員  言いたいことがほかにもあったら。 

中西会長  委員の皆さん修正点以外にも何か質疑がございましたらお願いした

いです。どうでしょうか。 

 宮林委員、どうぞ。 

宮林委員  ページ数とかはよく分からないのですけれども、地域活動支援セン

ターに関する内容が載っているところ、私より皆さんのほうが分かる

のかなと思うのですけど、特にⅢ型とかⅡ型とか、Ⅰ型も含めてなの

ですけど、そのあたりの状況が私も分からないのですけど、Ⅲ型は確

か１か所というのを書いてあったと思うんですけど、それはいろいろ

な事情があるのだろうとは思いますけど、どんなふうに整理されてい

っているのかなということを教えていただきたいです。 

 それともう一つ、ついでに今ハートフル地域活動支援、あそこはⅡ

型をされていると思うのですけれども、そちらもそのうちなくなるの

ではないかという風な噂を最近聞いてしまったので、そのあたりの事

情もできれば説明いただけたらと思いますが、よろしいでしょうか。 

事務局（佐原

代理） 

 ありがとうございます。計画で行きますと91ページ、これまでの部

分が35ページ、今後のことにつきましてが91ページに記載しておりま

す。 

91ページを御覧ください。今後この地域活動支援センター、Ⅰ型、

Ⅱ型、Ⅲ型と３つ類型がございます。現在Ⅰ型が１か所、Ⅱ型がハー

トフルの１か所、Ⅲ型が現在２か所ありますが、この年末で１つの事

業所が事情により継続することが難しくなりましたので、年明けから

は１か所という形となります。この地域活動支援センター、様々な日
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中活動系サービスに通うことが比較的難しい方、家から１歩出て社会

参加に慣れていくというような方を対象としております。 

 また、先ほど案件の１番でも説明がありました重層的支援体制整備

事業の受け皿の１つとしても位置付けが行われているところです。今

後計画上では全てⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、令和６年、７年、８年、１か所と

しているのですが、今後重層的支援体制整備事業の関係もございます

ので、どのような数が必要なのか、またどのように対象者に拡充を行

っていくべき必要があるのかについては、引き続き検討してまいりた

いと考えております。 

宮林委員  ハートフルの件については。 

事務局（井上

課長） 

 ハートフルにつきましては、資料１の66ページに市立障害者施設の

あり方の検討という項目がございます。指定管理施設につきましては、

今後も引き続き中の機能の整備ということは検討してまいりたいと考

えております。令和３年にあり方検討を実施し、その時点における議

論をした上で「かしの木園」については方向転換を図ったものですけ

れども、今後指定管理の期間の５年を迎える前に、公共施設の運営適

正化方針の内容を踏まえ、市民のニーズに応じた事業の内容を検討し

ていくということになりますので、御質問のあった地域活動支援セン

ターⅡ型についても、地域のニーズ等々を照らし合わせてどのように

あるべきかについては議論の対象になろうかと思います。 

宮林委員  正しいかどうか分からないのですけど聞いた話で、直接私も確認を

していないから分からないのですけれども、ハートフルの地活がなく

なって、今生活介護をやっておられるのですけど、そちらに吸収され

るというようなことを、それに当てはまらない方は今まで受けていた

リハビリのサービスがハートフルで受けられなくなるというような感

じの通知が来たという、今の現在の利用者の方が、だからそういうの

っていつどこでどんなふうに決まっているんだとかということで、私

はつい最近問われたので、聞いてみますという感じでお答えしたので

すけれども、そういうふうな具体的に進んでいって、今検討する課題

にはなっているとおっしゃったのですけど、実際にそういうふうに具

体的に進んでいるものなのでしょうか、というのはその方は、知的障

害のある方で、週に５日は知的障害の方の作業所に行っておられるの

かな、でも知的障害だけじゃなくて身体の障害と両方兼ねていらっし

ゃる方で、ハートフルに週に１回か２回、具体的には聞いていないの

ですけども、リハビリが今までできていたのに、知的障害者の作業所

に通っているのだから、もうハートフルのリハビリはしなくていいと

いうか、できなくなりますみたいな内容のお知らせが来たというふう
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に聞いたので、そんなことを私は全然知らなかったので、そういうこ

とがもう既に行われているということでよろしいでしょうか。 

事務局（井上

課長） 

 障害福祉課の井上です。 

 まず、ハートフルの指定管理期間につきましては、今年度、令和５

年度から５年間ということになっております。この５年間の指定管理

契約の中で地域活動支援センターⅡ型については運営をしていくとい

う契約になってございますので、仕組みとしてⅡ型をなくしていくと

いうような具体的な事実はございません。一方委員のお話からお伺い

いたしますと、個別の支援の在り方として、その人にとってⅡ型のサ

ービスが必要であるのかどうかという内容ではないかと考えられま

す。個別のケースにつきましては、個別の支援の中で最適な方法を検

討するものと考えます。 

宮林委員  分かりました。ということは、仕組みとしてはⅡ型のサービスは継

続されるというふうに理解させていただいてよろしいですよね。 

事務局（井上

課長） 

 本指定管理期間においては、事業は継続をすることと、次期指定管

理計画に向けて再度施設のあり方としてどのような機能を持つべきか

は別途検討するということでございます。 

宮林委員  今後は検討によっては分からないということですよね。 

事務局（井上

課長） 

 現時点では。 

宮林委員  はい、分かりました。 

 それで実は私、昔Ⅲ型の事業に関わっていた経緯があって、そのと

き以前計画書では、地域活動支援センターⅢ型を７か所ぐらいつくる

というふうな方針が出ていたと思うのです。それが今度は１か所とい

うことに修正されている、時代の変化とかニーズの変化とか、やはり

事業をやっていくスタッフの問題であるとかいろいろな問題があって

継続していくことが難しい事業所が多いから減っていっているのでは

ないかなと思うのですけど、それならばやはりどういった形で、Ⅲ型

の事業が本当に必要なのかどうなのかとか、必要な場合どんな規模で

どういう形でしていくのかという見直しというのはされているのでし

ょうか。 

事務局（井上

課長） 

 委員御指摘のように、地域活動支援センターⅢ型につきましても、

過去の計画の中で圏域ごとに整備をしていく計画を立てていた時期が

ございました。地域活動支援センターⅢ型につきましては、とりわけ

日中活動サービスに継続的につながりにくい方を対象としています。

実際のニーズから申し上げると、こういった層の方は数としてはかな

り当時の想定よりは少なかったというのが１つだと思います。実際に
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日中活動系サービスの利用となれば、一定の相談支援や、その他の支

援を受けることによって生活介護や就労継続支援Ｂ型といった国のサ

ービスにつながっていかれる方が数としては多く、一定の支援を受け

てもそういった継続的なサービスになかなかつながっていくことがで

きない方は、数としては地域活動支援センターⅢ型が圏域ごとに必要

なほどの数ではなかったというのが地域の実情であったと考えており

ます。このたびの計画につきましても、残念ながら閉所される事業所

の状況のヒアリングや、あるいは今通われている利用者様の行き先に

ついての支援等を協議していく中で、新たにもう一か所の整備をする

ことは次期計画の中では想定しないということで検討させていただい

たところです。 

中西会長  よろしいでしょうか。 

宮林委員  よく分からないのですけども、ニーズがなくなってきたということ

でしたら、はっきりと事業の見直し、在り方についてきっちり検討を

されて、その重層的支援の中の受け皿にならないということだったら、

その辺はまた違う形で支援をⅡ型の中でそういう部分を入れるとか、

いろいろな考え方はあると思うのですけど、逆に今やっていらっしゃ

るところは別として、今のところはこれ以上新しいⅢ型はつくらない

ということになると思うのですけど、だからそういうことを、いつの

間にか事業をやる数が減ったから目標値が下がるというのは、何とな

くどうなっているのかなということが文章の中では全然出てこないの

ですね、数だけが減って、だからもう少しやはり時代の要請によって

そういう事業が必要でないとか、もっと府とか国の事業の中に展開し

ていくとかというような、今おっしゃったようなことも少し説明を入

れていただければ、聞いているとこれは市単独の事業ですよね、なの

で辞めるのかなみたいな、要するに府とか国とかの支援がない事業は

やはり継続し難いのかなとか、そういう変な見方を私だけがしている

かもしれないですけど、正直にちょっと思ったりもしますので、急に

いつの間にかこの事業がなくなっていたなみたいな、そういうことに

ならないように、なくすならなくすなりのそういう検討した内容なり

方針なりをきっちりとどこかの形で反映していただけたらいいのでは

ないかなというふうに思います。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございました。 

 ほかに委員から何か質疑とかはございますか、どうでしょうか。 

 富澤委員、どうぞ。 
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富澤委員  富澤です。 

 今の宮林委員が最後に述べられたことのところで追加をして確認で

すけれども、戻ってしまって申し訳ないのですけども、今の説明のと

ころのお話だと、重層的支援であるとかそういったところとの関連で

地域活動支援センターが障害の部分での受け皿という部分について

は、先ほどの保健福祉計画の資料であれば49ページのところに示され

ているいわゆる地域づくりに向けた支援という中の障害として地域活

動支援センター事業というふうに書かれているのですけども、その部

分の話であるという認識でいいのかということを確認させていただき

たいと思います。 

事務局（佐原

代理） 

 資料１の49ページの部分に、重層的支援体制整備事業の表中の第３

号の中に地活センター事業というものが位置付いております。いわゆ

る地域の中で様々な困難を抱えた方を受け入れていこうというような

地域づくり事業において、障害分野ではこの地活センター事業が位置

付いており、障害のあるなしにかかわらず様々な困難な方を受け入れ

ていくように拡充できないかということが、求められているところで

ございます。来年度からの事業実施、重層的支援体制整備事業の実施

を予定しておりますが、まだ検討段階ではありますが、国も必ずしも

障害以外の方を受け入れなければならないとまでは言っていない、や

はり障害の方に特化した地域の居場所というのは必要であろうとも言

われておりますので、その拡充の必要性については、引き続き検討し

てまいりたいと考えております。 

富澤委員  ありがとうございます。今確認という形でお聞きしたのは、やはり

どうしても資料上こういう書き方になるかと思うのですけども、そこ

で地域活動支援センターがなくなっていくのではないかみたいなこと

のお話を聞くと、多分不安になるお気持ちというのも出てくるのかな

と思いましたので、そういった今御説明いただいたあたりのところが

そういう不安につながらないような示し方って何かあるのかなという

ふうなところがあれば、そういうものができればいいのではないかな

というふうに感じました。 

 先ほど追加させていただきたかった質問は以上なのですけども、別

の質問をしてもいいですか。 

中西会長  どうぞ。 

富澤委員  別の質問で、これも全体の保健福祉計画との関連でという話になる

かと思いますけども、実際に茨木市の人口であったりとか障害者手帳

の所持者数であるとかというデータとの関連で見ていくと、そういっ

たところと今後の様々な障害福祉サービスのとりわけ自立支援給付等
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の今後の見込み量の考え方のところにつながるかとは思うのですけど

も、どちらかというと身体障害者の方に関わる部分というのはそもそ

も所持者数とかもそんなに伸びていないしというあたりのところで、

そんなに全体としての伸びはないのかなというふうに数字の部分で見

えるかと思うのですけども、逆に他障害、知的障害であったりとか精

神障害というところは既にこの保健福祉計画でもこれまでの実績のと

ころで、とりわけ訓練等給付については大幅に支給量が伸びていると

いうふうなところが書かれていると思いますけども、さらに例えば今

後新たな就労選択支援であるとか、そういった新たなサービスも増え

ますし、そのあたりの根拠というところも示していただいているので

すけども、このあたりはやはり当然予想でも増えていくということで

書かれていますので、やはりその実態に見合った形で対応をしていく

というふうな認識でいいのかというのを確認させていただきたいの

と、もう一点、先ほど自立支援給付といった部分で、自立生活援助の

件ですけども、自立生活援助については、実績もなかったことから当

然数字に上げられていない、そして見込み量確保のところにおいては、

そうであるけども、今後もニーズの把握に努めますというふうに書い

ていただいているので、今後そういったことが必要となれば積極的に

といいますか、そういうことが発生した場合にはどんどん支給決定も

なされるというふうに考えていいのかというあたりところを、すみま

せん、ちょっと長くなりましたが、確認をさせていただきたいと思い

ます。 

事務局（佐原

代理） 

 ありがとうございます。まず給付費の伸びについてでございます。

近年自立支援給付、訓練等給付の実績については右肩上がりで上昇し

ているという傾向がございます。これは支給決定を受けられる方の数、

それから１人当たりのサービスの支給量、ともに伸びているという傾

向が相まって右肩上がりの傾向になっているというところでございま

す。今後も先ほどおっしゃっていただきましたように、就労選択支援

事業、法改正に伴って新たな事業が始まるということもありますので、

引き続き給付費は伸びていくということを予測しております。 

 また、後段にいただきました自立生活援助につきましては、今現状

茨木市で支給決定を行った実績というのはございませんが、このサー

ビスにふさわしい状態像の方がおられましたら、必要に応じて支給決

定を行ってまいります。以上です。 

富澤委員  ありがとうございます。 

事務局（井上

課長） 

 少し数字の考え方の補足だけさせていただきます。この障害福祉計

画の中の活動指標につきましては、76ページに見込み量の考え方を記
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載しております。冒頭の３行になりますけれども、こちらについては

目標というよりは、あくまでも見込み値でございますので、実績ベー

スで今後どれぐらい伸びていくだろうかということを統計的に見込ん

だものとなってございますので、御指摘のとおり自立生活援助につい

ては、統計的な見込みとしてはゼロであると、ただそれが市として不

必要であるということでこのような数字になっているのではなくて、

当然必要であればそこへの対応は取っていくということです。数字の

考え方として若干前計画の中では混乱があった部分もございましたの

で、客観的な伸び量と、一部就労選択支援等につきましては、新たな

サービスでございますので、今国から出ている情報を頼りに一定見込

み量等を想定したものということになってございます。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございました。 

 委員からほかに何か御意見とかはございますでしょうか。 

 多本委員、どうぞ。 

多本委員  多本です。 

 この資料３の６と７に関わってくるところなのですけれども、これ

は質問というよりは意見という感じなのですが、障害の有無が明確で

ない段階から支援を行うと書いていただいていて、実際に家庭での親

から子供への働きかけが十分でない場合に、せっかく健常児として生

まれたのに、発達障害のようなことになることもあると聞いたことが

あります。いわゆる愛着形成不全により言葉が出ないとか、視線が合

わないとかそういうこともありますので、一概に障害と決めつけるの

ではなく、家庭状況も見ながら、本当にと言ったら変ですけれども、

障害なのか、それとも家庭環境を改善すれば実はそれは障害ではない

ということも考えられるので、そこの見極めというか支援というのは

お願いしたいなと思います。 

 あと、項目６のところで、就学時や卒業時などのライフステージの

変化により支援が途切れることがないようにというふうにも書いてい

ただいていて、保育の段階では割とうまく生活が回っているけれども、

就学になった途端にいろいろなことが影響してか、荒れるというか障

害に対する環境がよろしくなくて、障害が前面に出てきて、生活に困

難を来す場合とか、あと勉強をしに学校に行くことができなくなると

いう場面もあると聞いています。いろいろなコミュニケーションツー

ルというものも活用して、お勉強の前に安定した生活というものがな

ければ勉強も進まないと思いますので、その辺の支援はお願いしたい

と思います。いろいろな支援ツールというのがどんどんと出てきてい

ると思いますので、学校現場で柔軟に対応して学校に行けないとか、
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生活がままならないとかというようなことがないようにお願いしたい

なと思います。 

 障害のあるお子さんというのは、自己肯定感がどうしても下がりや

すいので、そこを何とか上げていただいた上で勉強を積み重ねるとい

う、そこの環境の整備というのを特にお願いしたいなと思います。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございます。多本委員の意見に関して何か事務局から意

見とかはございますでしょうか。 

事務局（中島

課長） 

 発達支援課、中島です。 

 委員がおっしゃるように、発達障害があるお子さんが増えていると

いうようなことは言われているところですが、実は愛着障害の可能性

のあるお子さんも同時に増えているというふうなことも言われていま

す。あとは例えば、生活リズムが変わって睡眠不足であったり、あと

はかり知れないですけれども、パソコンやスマホの影響とかそういう

ふうなことも指摘されているところです。愛着障害につきましては、

本市でも愛着障害と発達障害の違いというような研修をさせていただ

くなど、そういうことも取り組んでいまして、支援者がまずそういう

違いがあるということを認識して支援ができたらなというふうに考え

ております。以上です。 

多本委員  ありがとうございます。また、項目７でも強度行動障害についても

書いていただいているのですけれども、これももともとそういう行動

を取りたいと思ってしている人は多分いなくて、障害が原因でしょう

けれども、行動にもやもやが出ていってしまっているということだと

思います。やはり環境など何かコミュニケーションが取れないからも

やもやしているのが暴力とかに出てしまうということだと思いますの

で、いろいろなコミュニケーションツールだったりというものを駆使

して、強度行動障害にならないようなことを子供の頃から皆で考えて

環境を整えていくということが重要かなと思いますので、その辺も皆

で考えて支えていくということをしていかないといけないのかなと思

います。 

中西会長  ありがとうございました。 

 ほか、委員から何かございますか。大丈夫でしょうか。 

 では、私は就労の部分ですけれども、今回の計画では就労移行がか

なり2021年より1.3倍、全体で1.28とかかなり高い割合で上げていこう

という形で上げておられるのですけれども、御本人さんが就労に向か

って就労が増えていくのはすごくすばらしいなと思いますけれども、

このあたりで移行していける事業所とか働く場所とか、そのあたりは

同じように増えていくのかとか、その辺とかどうなのかなと思ったり
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しまして、そのあたりをお聞きできたらなと思っていますけれどもい

かがでしょうか。 

事務局（佐原

代理） 

 ありがとうございます。就労移行支援、障害者の方の働くというこ

とに向けた支援でございます。就労移行支援事業所は、確かに増加傾

向にありますけれども、茨木市の努力だけでなかなか増えていくとい

うものではございません。先日「かしの木園」を福祉的就労の中心施

設から一般就労支援の中心施設へと改変を行ったところでございま

す。本市といたしましても、障害をお持ちの方の高い就労ニーズに応

じてその期待に応えられるように、今後も施策を展開してまいりたい

と考えております。 

中西会長  ありがとうございます。結構いろいろな仕事を経営されている方を

含めて、障害に関する理解とか受入れ度合いとかいろいろなことがこ

れからもっと伝わるようなことがあるといいかなと思いまして、そう

いう就労支援がもっと定着したらいいかなと思いますけれども、あり

がとうございました。 

 ほかに委員から何か御質問とか御意見とかはございますか。 

 宮林委員、どうぞ。 

宮林委員  ＩＣＴの関係で、デジタル化に関するところなのですけれども、前

回のこの意見を反映するというところで、私が多分いろいろと言った

部分を取り入れてくださって、相談とか講習の機会を得られたり、出

会える機会をつくるようにみたいなことが書いてあったと思いますけ

ど、多分その部分が修正をされているので、まずは意見を取り入れて

いただいてありがとうございますという１つお礼と、それからやはり

もうちょっと情報格差というのは、障害の情報障害というか、情報障

害で困っている障害者の人というのはそれぞれ取入れ方というか学習

の仕方なりがどうしても通常の相談や講習ではついていけないという

か、そもそも今のデジタル化がそういうふうになっていないという現

状もありますので、やはりそういうところで特に私たち視覚障害者は

これからの情報格差というか、情報の中についていけないというか、

格差が今まで以上に多く生まれてくるのではないかという危惧があり

ますので、やはりどういう人がそういう情報に困っていて、アクセス

ができないのかという研究というか調査、やはりそういうことも具体

的にしていかないと単なる普通の講習会をしますよ、どうぞ来てくだ

さいとか、でないと思うのですね。どういう障害がある人がどういう

デジタル化に困っているかということももう少し具体的に調査をし

て、どういう方法だったら参加ができるのか、利用できるのかという

ことを、どこをすべきなのかというのはいろいろな問題があると思い

ますけれども、実際にこれから市役所なんかのいろいろな電子申込み
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とかが始まってきますよね、「おにクル」なんかでもそうです。そう

したら先にそういうことがすぐにできる人が部屋とかを確保しちゃっ

て、もたもたしている人とかやり方が分からへんとかと言っていたら、

いつまでたってもそういうところが利用できないという状況ができて

くるので、そういうところの格差も含めて支援するというのかな、も

うちょっと具体的に今後この計画に書く書かないは別として、具体的

なそういう不公平が起こらないような仕組みをつくっていただきたい

なというふうに思っています。 

 以上です。 

中西会長  宮林委員の御意見に関して、何か事務局からございますでしょうか。 

事務局（井上

課長） 

 前年度行いましたアンケート調査の中で今、宮林委員が御指摘いた

だいたことについて幾つか示唆に富んだデータを収集することができ

ました。障害種別によりまして、市のどんな情報が取りやすいかある

いは取りにくいか、若い年代とそうでない年代を比較してＳＮＳやホ

ームページからどれぐらい情報を取っているかというようなことが一

定見えた部分もございます。今回のアンケート等も踏まえた上でこの

計画の方針も記載しておりまして、文字を見やすくすることや、イン

ターネットを使っての情報発信を望むお声というのもアンケートの中

からかなりございましたのでそういったものを強化していくこと、あ

るいはやはり紙の広報誌を頼りにされている方もいらっしゃるという

ようなことがアンケートの中から見えておりますので、その中で必要

な情報をどれだけ盛り込んでいけるのかといった工夫など、今回アン

ケートの中で得られた示唆というのは多数ございましたので、そうい

ったものは具体的に一つ一つ取り組んでまいりたいと考えています。 

一方で特に情報取得が難しい、あるいは情報取得をする上で専門的

な支援、機器が必要である聴覚障害者や視覚障害者の方に関しては、

特に視覚障害に関しましてはやはり技術革新というのが一定必要と考

えます。それにつきましては、国の基本計画等で障害者のデジタルデ

バイドの解消のために技術革新については進めていくという方針が示

されています。そこは市町村単位ではなかなか難しい部分ですので、

国の計画で進めていってほしいと思っておりまして、市町村でできる

範囲のことを一つ一つ着実に進めてまいりたいと考えております。 

中西会長  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

事務局（牧原

課長） 

 ＤＸ推進チームの牧原です。 

 申請等の手続、デジタル化を進めておりますが、それは手続の方法

を増やしていくということでありまして、従来の紙による申請をなく
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してしまうであるとか、御心配をされていますデジタルが優先になっ

てしまうのではないかということがないように、これからも進めてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございました。よろしいでしょうかね。 

 委員からほかに何か御意見とか御質問とかはございますでしょう

か。 

 多本委員、どうぞ。 

多本委員  意見というより今のことに関して、「おにクル」の開館記念式典に

参加させていただいたのですけれども、そこで市からの「おにクル」

の紹介、今までのできてくる準備の段階なりいろいろな紹介がビデオ

で流れたのですけれども、そのときに私も宮林さんとお付き合いがあ

るので、視覚障害者の視点でちょっと見てみました。そうするとやは

り映像はずっと流れていますし、文字で説明が出てきたときに、そこ

に読み上げがなかったので、これは、宮林さんはこの部分はスルーさ

れているというか、ここは音声が入ったほうがよかったのではないか、

どうしてここは文字だったのだろうというふうに疑問に思ったことが

あるのですね。そうやって視覚障害の方を知っていればそういう視点

も得られるのですけれども、市民レベルとか事業者レベルで発信をす

るときにこんなことに本当は気をつけていったほうがいいのですよと

いうようなことがいろいろなところで分かると、皆がちょっとずつ気

をつけて視覚障害を持った方、あるいは聴覚障害を持った方も一緒に

楽しめたり、同じような情報を得たりということができるのではない

かなとふと個人レベルなのですけれども思いました。なので、ビデオ

１つにとっても、やはりそこで情報格差というのが発生しているんだ

なというのをふと思いました。私、個人レベルでもやはり気をつけよ

うと思いましたけれども、市なりのビデオ１つにとってもちょっと気

をつけてみるといいのかなと、これは意見ですけれども思いましたの

でよろしくお願いします。 

事務局（森岡

部長） 

 福祉部の森岡でございます。 

 御意見ありがとうございました。確かに御意見をいただいたとおり

の状況でございまして、私どもも今回の「おにクル」の式典に際しま

しては、一定いろいろな部分で福祉部といたしましても配慮すべきと

ころについて意見を集め、市として可能な範囲で行ったところではご

ざいますが、今、御意見をいただいたとおり、まだまだ足りない部分

がございました。そこは本当に認識をしており、そういうことをでき

るだけ少なくするようにという努力は引き続きやっていかなければい

けないと思いますし、今回のことも大きな反省点だと認識をしており
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ます。ですから、そういったところにつきましては、今後の様々な事

業でできるだけ反省をして、それを基に次に生かして、皆さんに楽し

んでいただけるような式典づくりというようなところにもつなげてい

きたいというふうに考えております。ありがとうございました。 

中西会長  ありがとうございました。なかなかこのバリアフリー問題はすごく

大きい、海外とかも入り口にいろいろなスイッチがあったりして、絶

対に誰もが利用できるようになっていると思うので、そのあたりが今

後そうなっていくことというのはすごく大事だと思っていますので、

意見をありがとうございました。 

 ほかに委員の皆さんから何か御意見とか御質問とかはございます

か。大丈夫ですか。 

 富澤委員、どうぞ。 

富澤委員  計画の細かいところをもっと見ていかないといけないのかなとも思

いつつ、でも今のお話の流れから、障害福祉計画の基本目標４の一人

一人の権利が尊重されるという項目であったり、基本目標の幾つかに

も関連する部分ですけども、基本的に障害のある方の生活をどうして

いくのかという部分の記載がもちろん多いのですけども、一方でやは

りそういう様々な問題の解消には当然ですけども、市民の中できちん

と障害のある市民というふうなところで認識されることが改めて必要

だなと今お聞きしていて思ったのですけれども、その中で基本目標４

の項目の中で、どうしても障害理解の推進と差別の禁止であるとか、

障害者差別解消に向けての地域での対応とかというふうなところにな

ってきますけれども、こういったところで例えば、差別解消なんかは

差別解消の支援協議会を設けていたりとかというふうなものがありま

すけども、当然、協議会等で議論をすることということは大事だと思

いますけども、それでは直接的な差別解消につながっているのかとい

うと、ちょっと距離があるかなというふうに感じる部分もあると思う

ので、とりわけ、このあたりの取組は多分、地域生活支援事業に関連

する部分になるかと思いますけれども、どうしてもこのあたりは計画

の中では実施する実施しない、ありなしというふうな項目でしか見え

ないのですけれども、このあたりについても例えば今後どういうふう

な方向性で進めていきたいというふうにお考えがあれば教えていただ

きたいのと、その中でもとりわけ教育の部分ですね、障害理解教育、

どうしても市町村であれば小学校・中学校というところが中心になる

かとは思いますけれども、当然取組を始められていると思いますけど

も、なかなか精神障害などであれば小学校・中学校でどう教えるのか

というのはまだまだ難しいといいますか、ハードルがあるというふう

に感じられていて、教えたくてもなかなか難しいというふうな先生方
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の御意見等もあったりもするかと思います。ですので、そういったあ

たりのところを障害理解教育についても、教育現場からの御意見とか

を少しお聞きできればと思います。お願いします。 

中西会長  いかがでしょうか。 

事務局（井上

課長） 

 今委員から御指摘いただいた部分については、計画の中ではいろい

ろな箇所に記載をしている状況です。例えば基本目標１、49ページで

す。施策２の交流を通じての相互理解の推進もその一環です。全体的

な考え方としては、一昔前、二昔前の市の理解促進の取組は、市が講

演会をやって、いろいろな方に来ていただくというのが、古いスタイ

ルの啓発なのですけども、これはなかなか障害の当事者の方、家族の

方はいらっしゃっても、それ以外の市民はなかなかお越しいただけな

いというようなことがあって、長い経過の中で啓発のあり方というの

を大分シフトしてきています。今、茨木市でこの計画の中にいろいろ

と記載している中で通底しているのは、いかに障害のある方とない方

の交流を促進していくのかです。それを市の事業で主導してやってい

くというよりは、障害福祉サービスの事業所や市民団体といった民間

の取組を主体にしながら様々なイベント、展示などを通じて交わって

いく環境の促進をしていくという考え方でございます。先ほどの例示

していただいた基本目標４、54ページ、ここでは障害の理解の推進と

差別の禁止においても、先ほど説明させていただいた内容を記載して

おりまして、やはり市民の皆様が実際のイベントや交流など様々な取

組を通じて身近に感じていただくという、自分から離れたところにあ

る存在ではなくて、身近な存在であるということを肌で体験していた

だくという機会をいかに増やしていくかが非常に重要だと考えており

ます。「おにクル」についても記載していますが、様々な公共施設、民

間施設等を通じて交流の場を促進していく、そういった活動をされる

市民団体等の支援をしていくというのが基本的な方向性です。 

 また、就労に関しましては、基本目標３の中で、「かしの木園」の方

向転換なども踏まえて、企業と福祉の事業所との距離を縮めていくと

いうことも取組として記載しています。例えば「かしの木園」の事業

の中では企業に対して、障害者を雇用されている企業が障害者の方に

働いていただく上で困られていること、これから雇用されようとして

いる企業に何かアドバイスができたらといった取組を通じて、企業と

の距離を縮めていく、企業の側に障害の理解を進めていっていただく

というものもこの計画の取組の中に含んでおります。 

事務局（今村

参事） 

 学校教育推進課の今村と申します。 

 御意見いただきましてありがとうございます。学校の障害理解教育
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の状況ですけれども、子どもたちの車椅子体験やアイマスク体験など、

体験活動を多く取り入れる中で自分たちにできることはいったい何な

のかというところまでつなげていくということを小・中学校合わせて

目標にして進めているところです。医学モデルの障害を教えるという

ことにとらわれるのではなくて、体験活動から自分たちができること

について考えることを通じて社会モデルのことや、すべての人たちが

安心できるような環境は何なのかということを小・中学校で教えてい

くということを重点的に取り組んでいるところであります。 

富澤委員  ありがとうございます。先ほど御発言にもありましたけども、やは

り市が促進しているもの、市が促進したいものというのが現場にやは

り届くということが、それぞれのところに届けていくということをし

ていかないとなかなか進まないので、そのあたりは今お話しいただい

たので、ぜひ多分関係ない場所ってないと思うので、教育であっても

いろいろな福祉関連だけではなくて、様々な場面のところで進めてい

ければこの計画もよりよいものとして推進できるのではないかなとい

うふうに思いました。ありがとうございます。 

中西会長  ありがとうございました。そうですね。差別解消とか偏見をなくす

というのは非常に大きなテーマですので、僕はそれ専門でもちょっと

やったりしているのですけど、世界規模でもやはり今おっしゃってい

たどう触れあうかとか、どうやって出会うかというところが最近のそ

ういう国際的な流れでもなりつつありますので、むしろ病気を教えた

りするほうが実は逆に助長するということも言われ出していますの

で、むしろ共通点をどう探すかというところが言われているので、今

後そういう形で進んでいくことは非常にいいかなと思っております。 

 それでは、ほかにも委員の方々。 

 多本委員、どうぞ。 

多本委員  「おにクル」を準備していく中でヒアリングをしていただいたんで

すね。障害を持っていて、声が出てしまう方も図書館は利用したいと

いう意見をしたところ、取り入れてくださって「おにクル」の中にあ

るブックパーク、図書館というのは声が出てもいいところということ

で造っていただいています。それは１歩前進だなと思いますし、子供

だって声も出てしまいますし、そういういろいろな人が利用できる図

書館が入っているのが「おにクル」ということで、それはすごくあり

がたかったなと思っています。 

 全然レベルが違うあれなのですけど、資料２の49ページの施策２の

「ＩＢＡＬＡＢ＠広場」のラボはＬだと思います。校正漏れだと思い

ますのでよろしくお願いします。 
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中西会長  ありがとうございます。重要な御指摘です。ありがとうございます。 

 ほか、ないですかね、そろそろ時間かなと。 

 では、髙田委員。 

髙田委員  民生委員の髙田ですが、全然違うところの話で、地域で公民館活動

だとか、それからコミセン活動もさせていただいているのですけれど

も、実を言うと公民館の申込みに先ほどの点字はないのです。私たち

はお言葉を聞いて多分打つ形になるのだと思うのですけども、はっと

したのですね。この間公民館でいろいろな障害を持っておられる方の

いろいろな活動をしていますかというアンケートが来たりして、うち

はどうかなと思ったら、文化展のときに少し高齢者の方も来られるの

で、通路を広く取ったりとか、もちろん車椅子があったりとか、スロ

ープもあったりするのですけれども、やはり偏ってしまっている部分

というのが、私たちが日頃目にする方、言ったら高齢者の方が車椅子

に乗っておられる方とかといって、目にする方に関しては改善しよう

というふうに努力はするのですけども、なかなか老眼の方とか目が不

自由な方というのはなかなか来られないという現状があるので、それ

を改善していくというのがなかなかないなというふうにちょっとはっ

としたのですけれども、やはりそれは私たちが見落としているという

ことで、これから少し考えていかないといけないと思うし、コミュニ

ティセンターの接遇の研修を私は受けられなかったのですけれども、

そういうときでもそういういろいろな障害を持っている方が、いろい

ろな人が来て楽しんでいただく、利用していただくところなので、そ

ういうのもまた入れていただきたいなと思いました。 

中西会長  ありがとうございます。 

 事務局から何か御意見はないですかね、大丈夫ですかね。 

事務局（井上

課長） 

 御意見ありがとうございます。今回アクセシビリティのお話がたく

さん出てきました。情報アクセシビリティの考え方については、62ペ

ージの主な取組、情報及びコミュニケーションの充実の箇所にあたり

ます。先ほどの動画の件等もフォローした内容をお話し致しますと、

大きくユニバーサルデザインの考え方と合理的配慮の考え方を整理し

て構成しました。先ほど御指摘の動画の件は、考え方としてユニバー

サルデザインの考え方による改善だと思います。動画１つを取っても

音だけで動画を楽しまれる方もいらっしゃるし、逆に音を消して動画

を見られる方もいらっしゃる、そう考えると市民のどなたが見るもの

に関しても、字幕と音声と両方あったほうがいい、という発想になっ

ていきますから、こういったものを庁内各所管が行う情報発信として

ユニバーサルデザイン的に考えていくという改善の仕方が１つ。 

 もう１つが、先ほどのお話にも出てきた点字や、あるいは聴覚障害
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者の方への筆談という、筆談は専門的な知識がなくてもできることは

ありますけれども、専門性の必要な配慮ということになっていくと、

委員がおっしゃったとおり、意図的にやっていかないといけないもの

です。ユニバーサルデザインの考え方でできるものはできるだけ広く

行うことで、できるだけたくさんの人に便利に情報を取っていただく、

一方で特に情報取得が困難な方に関しては、個別の障害の状況等に合

わせた合理的配慮の考え方で進めるという、二段構えで構成していま

す。実際に次の６年でどれぐらいに進んでいくかは我々も努力をして

いくのですが、考え方としては関係機関にもそのように配慮していた

だきながら、情報アクセシビリティの向上に取り組んでまいりたいと

考えております。 

中西会長  ありがとうございます。 

 そろそろ時間が迫っているのですけれども、よろしいでしょうか。

議題２について、特によろしいでしょうか。 

 それでは、時間がちょっとオーバーしましたけれども、議題２につ

いては以上にさせていただきたいと思います。 

 なお、今後生じる計画案の修正につきましては、私と事務局で調整

させていただきますので、その点について御一任いただきますようお

願いします。 

 最後に議題３、「その他」について事務局から何かございますでし

ょうか。 

事務局（井本）  その他については、こちらから特にございません。 

中西会長  ほかの委員さんからも何かありますでしょうか。 

 ほかに御意見がないようでしたら、本日の議題案件はこれで終わり

たいと存じます。 

 皆様、長時間ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

事務局（井本）  委員の皆様におかれましては、長時間お疲れさまでした。 

 それでは、御連絡をさせていただきます。まず本日の会議録につき

ましては、事務局で会議録案を作成しまして、後日送らせていただき

ます。また、御確認をお願いいたします。 

 また、令和５年12月22日に総合保健福祉審議会の開催を予定してお

ります。審議会につきましては、各分科会から会長が選出した委員の

方に参加いただくこととなっております。該当される委員の方につき

ましては、引き続き御参加のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後になりますが、今回をもちまして分科会については

今年度が最後となります。最後に福祉部長、森岡より一言御挨拶を申
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し上げます。 

事務局（森岡

部長） 

（部長挨拶） 

事務局（井本）  それでは、第４回分科会につきまして、これにて以上となります。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 


